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県民健康調査・甲状腺検査のあり方に関する要請書 

 

 県民健康調査は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故（以下「福島原発事故」

という）による放射性物質の拡散や避難等を踏まえ、「県民の被ばく線量の評価を行うと

ともに、県民の健康状態を把握し、疾病の予防、早期発見、早期治療につなげ、もって、

将来にわたる県民の健康の維持、増進を図ること」を目的として実施されています。さ

らに、県民健康調査の詳細検査の一つである甲状腺検査は「子どもたちの健康を長期的

に見守ること」を目的として、２０１１年３月１１日時点で概ね１８歳以下の福島県民

を対象に、甲状腺(超音波)検査を実施しています。 

 これまで、甲状腺検査で１８４人の子どもたちが「小児甲状腺がんないしその疑い」

と診断され、そのうち、約１５０人の子どもたちが手術を受けたとされています。これ

らが、福島原発事故の放射線被ばくに起因するか否かは別としても、福島県内に１８４

人の小児甲状腺がんないしその疑いとされた子どもたちが存在することそのものが、極

めて由々しき事態と指摘せざるを得ません。 

 甲状腺検査は、被ばくによる健康被害の早期発見・治療のみならず、福島原発事故によ

る放射線被ばくと小児甲状腺がん発症との因果関係を調べる上で、非常に重要な疫学調査

の側面を有しており、私ども県民の期待も大きい検査です。 

 ところが、今般、福島原発事故当時４歳の児童から小児甲状腺がんが発見されながら

も、その児童が、県民健康調査で公表されている「甲状腺がんないしその疑い」の数に

反映されていないことが分かりました。 

 この点につき、福島県立医大内で県民健康調査の運営組織として設立された放射線医

学県民健康管理センターは、「甲状腺検査Ｑ＆Ａ」において、甲状腺検査の２次検査で経

過観察となり、その後、通常の保険診療を受けていた人が甲状腺がんと診断され場合は、

県民健康調査の「悪性ないし悪性疑い」の数に反映されず、手術を受けても手術症例数

に加えられないことになっているとの説明をしました。 

 そもそも、甲状腺検査は、疫学調査の側面を有していますから、甲状腺がんないしそ

の疑いとされた子どもたちの人数を、より正確に把握することが大切であることは述べ

るまでもありません。低線量の放射線の影響をみるためには、長期間経過を見守る必要

があります。放射線医学県民健康管理センターも「低線量の放射線の影響をみるために

は、長期間経過を見守る必要があります」と述べていますが、「影響をみる」ためには、

福島原発事故で被ばくした子どもの中から小児甲状腺がんを発症した子どもたちについ

て、その数、進行度、手術予後等の全体像を把握する必要があることは自明です。従い

まして、今回の件は、疫学調査の信頼度のみならず、県民からの信頼も大きく損ねかね

ず、極めて憂慮すべき事態と考えています。 

 そこで、下記の事項について要請いたします。 

 



記 

 

・要請事項１  甲状腺検査で、これまでに二次検査で経過観察とされた子どもたちの

中で、その後に小児甲状腺がんと判明した人数を明らかにするとともに、今後は、二次

検査で経過観察とされた子どもたちの中で、その後に小児甲状腺がんと判明した場合に

も必ず公表するよう、ルールを変更してください。 

 

・要請事項２  福島原発事故後に誕生した子どもも甲状腺検査の対象とするなど、よ

り質、回数共に充実した疫学調査としてください。                               

以上  
 

 ２０１７年５月９日  
 

       子ども脱被ばく裁判の会 
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